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（２）「国土交通省 土木工事標準積算基準書（共通編）（令和５年度版）」の改定、正誤  

「国土交通省 土木工事標準積算基準書（共通編）（令和５年度版）」における第Ⅰ編 総則、第Ⅱ編 共通工, 

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価に改定、正誤がある場合は、次表に記載した内容について、適用する。 

掲載頁 改定前（訂正前） 改定後（訂正後） 適用日等 

Ⅱ-2-③-24 3-15 現場打小口止コンクリート 

（注）１．上表は，現場打ちによる天端

コンクリート設置におけるコン

クリート，型枠～以下略 

3-15 現場打小口止コンクリート 

（注）１．上表は，現場打ちによる小口止コ

ンクリート設置におけるコンクリー

ト，型枠～以下略 

 

 

訂正 

Ⅱ-2-③-25 3-16 現場打横帯（隔壁）コンクリート 

（注）１．上表は，現場打ちによる天端

コンクリート設置におけるコンクリー

ト，型枠～以下略 

3-16 現場打横帯（隔壁）コンクリート 

（注）１．上表は，現場打ちによる横帯（隔

壁）コンクリート設置におけるコンク

リート，型枠～以下略 

 

訂正 

Ⅳ-1-⑤-3 ３． 適用にあたっての留意事項 

(５)「第Ⅱ編第 4章①コンクリート工」 

 

 

(６)「～及び天端コンクリート工」 

３． 適用にあたっての留意事項 

(５)「第Ⅱ編第２章③コンクリートブロック

積（張）工の現場打小口止コンクリー

ト」  

(６)「～及び現場打天端コンクリート工」 

 

訂正 

Ⅵ-2-③-19 ③－4 防護柵設置工（落石防護柵） 

1-1 市場単価が適用できる範囲 

(２)落石対策便覧(平成 12 年度版)に対

応した製品を採用する場合。 

1-2 市場単価が適用できない範囲 

(２) 落石対策便覧(平成 29 年度版)に

対応した製品を採用する場合。 

③－4 防護柵設置工（落石防護柵） 

1-1 市場単価が適用できる範囲 

(２)落石対策便覧(平成 29 年度版)に対応し

た製品を採用する場合。 

1-2 市場単価が適用できない範囲 

(２) 落石対策便覧(平成 12 年度版)に対応し

た製品を採用する場合。 

R6.5.1 改定 

Ⅵ-2-③-25 ③－5 防護柵設置工（落石防護網） 

1-1 市場単価が適用できる範囲 

（項目なし） 

 

1-2 市場単価が適用できない範囲 

（項目なし） 

 

③－5 防護柵設置工（落石防護網） 

1-1 市場単価が適用できる範囲 

(３)落石対策便覧(平成 29 年度版)に対応し

た製品を採用する場合。 

1-2 市場単価が適用できない範囲 

(２)落石対策便覧(平成 12 年度版)に対応し

た製品を採用する場合。 

 

R6.5.1 改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定適用年月日：令和６年５月 1日 
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改定適用年月日：令和6 年 5月 1日 
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 下水道の終末処理場及びポンプ場等の機械・電気設備請負工事設計書作成は、下水道用設計積算要領－ポン 
プ場・処理場施設（機械・電気設備）編－（公益社団法人 日本下水道協会）によるものとする。 
 
 なお、下記の各項目はその取り扱いについて内容を明確化したものである。 
 

１．機器および材料単価 

① 機器単価については、平成 31 年３月 27 日付事務連絡「下水道事業において設置する機器の単価決定に 

あたっての運用について」（国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課事業マネジメント推進室 

課長補佐）のとおり、特別調査を活用するなど、市場の実勢価格の把握、検討を十分に行うこととする。 

なお、特別調査を実施する場合の取扱いについては、本図書 総則第９章「３．（１）３．特別調査によっ 

て単価を決定する場合について」のとおりとする。特別調査を実施できず、見積による場合、その金額の 

評価方法は、見積の異常値を排除した、最低値を採用するものとする。 

② 材料単価は本図書 総則第９章３．材料単価関係のとおりとする。 

 

２．輸送費 

① 貨物自動車による輸送費の積算は、令和2年4月24日国土交通省告示「一般貨物自動車運送事業にかかる標準的な運賃

について」「総則第２章工事費の積算２．運搬費（10）普通トラックによる運搬費用 表２一般貨物自動車運送事業に係る

標準的な運賃」を適用する。 

② 輸送車両は、搬入路が狭小でやむを得ない場合を除き 20ｔ車によるものとし、トン当たり運賃に総重量 

 を乗じて、算出する。ただし、一つの製作工場からの輸送量が 20ｔ未満の場合は直近上位の車種を輸送車 

両とする。 

３．総合試運転 

① 実施の時期 

 総合試運転は、原則として全ての据付け工事が完了してから、本電源にて行う。 

[例]                          （本受電） 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、総合試運転の時期は、実施に当たっての必要な措置が行えるように余裕を持って対処できる時点が望ましい。 

 また、総合試運転を行う工事には、その時期も考慮して工期を設定する。 

 
 

② 実負荷試運転、相当負荷試運転 

⑴ 実負荷試運転 
 供用開始後の増設工事等で総合試運転を実施する場合は、処理対象の下水及び汚泥を用意することが 
可能である。この場合は、その下水及び汚泥（実負荷）を用意して実施する。 

⑵ 相当負荷試運転 
 新設工事の場合は、供用開始前（下水流入前）であるもので、総合試運転実施時に処理対象の下水及 
び汚泥を用意することが不可能であり、また、法的にも下水の処理・放流ができないので、下水及び汚 
泥の代わりとして、河川水・井水・工業用水等（相当負荷）を用意して実施する。 

③ 標準運転時間・期間 

⑴ 総合試運転時に用意する負荷用水の水量が充分に確保できず、用水を各槽間に移送して各槽の設備毎 
に運転する等の方法をとる場合は、機器・設備の標準運転時間を考慮して実施期間を設定する。 
 この場合でも、設備の試運転・確認等の実作業の期間は、それぞれの実施期間内で完了するように検 
討する。 

改定適用年月日：令和６年５月１日 
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